
 

 

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会 

開催要綱 

 

 

１ 趣 旨 

  障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち不支給と

決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県間における障

害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定に

おいて、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。 

  その結果を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定において地域差による不公

平が生じないよう、等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評

価のあり方等について検討する必要がある。 

このため、大臣官房年金管理審議官が精神・知的障害に関する専門家の参集を

求め、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」

（以下「検討会」という。）を開催するものである。 

 

２ 検討事項 

（１）精神・知的障害の等級判定のガイドラインとなる客観的な指標 

（２）精神・知的障害の就労状況の評価のあり方 

（３）その他 

 

３ 構 成 

（１） 検討会の構成員は、別紙に掲げるものとする。 

（２） 検討会は、精神・知的障害に関する専門家９名で構成し、座長は構成員の互 

選により選出するものとする。 

（３） 座長は、必要に応じて関係者等に出席を求め、意見を聴取することができる 

ものとする。 

 

４ 運 営 

（１） 検討会は、原則として公開とするが、個人情報を取り扱う際には非公開とす 

る。 

（２） 事務局は、日本年金機構の協力を得て、年金局事業管理課給付事業室におい

て行う。 

（３） この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項については、検討

会において定める。 
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